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女性に対する暴力をなくす運動×児童虐待防止推進月間 

                 ～協働推進課＋子育て支援課の取組～ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画社会の啓発に向けて、内閣府は 11 月 12 日から 25 日を「女性に対

する暴力をなくす運動」期間と定めています。また、厚生労働省は、児童虐待防止の啓

発として、１１月を「児童虐待防止推進月間」と定めています。 

 この期間を一つの機会ととらえ、男女共同参画社会の実現や、女性や子どもに対す

る暴力の根絶について、意識啓発を促すため、赤磐市でも啓発を行っています。 

 

パープルリボン…女性に対する暴力根絶のシンボル 

 

オレンジリボン…児童虐待防止のシンボル 


